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１．はじめに 

我が国におけるクルーズ船寄港回数やクルーズ船

による外国人入国者数は近年急増しており、我が国

では、訪日クルーズ旅客を2020年に500万人という目

標を掲げているものの、クルーズ需要は我が国やク

ルーズ起点国・地域及び旅客の国籍・地域における

社会経済情勢及び政策の変化によって急変し得る。

例えば、2017年3月に中国政府が国内主要旅行業者に

対して同年3月15日から韓国への観光客送出を禁止

する通達を行い、同年4月以降の釜山港への中国クル

ーズ旅客数が激減したという事象が起きている。そ

こで本分析では、より効率的な港湾の計画・整備・

運営に資するため、東アジアの社会情勢及び政策の

変化といった複数のシナリオを想定し、我が国クル

ーズ需要の変動可能性の検討を行った。 

 

２．分析内容 

シナリオは、①韓国から我が国への観光客送出が

禁止された場合、②中国から台湾への観光客送出が

禁止された場合、③中国から韓国への観光客送出禁

止が解除された場合、④アジア各国・地域において

有給休暇取得が促進された場合とした。これら各シ

ナリオの感度を算出し、そのインパクトを2017年の

我が国クルーズ需要に与えることとした。 

シナリオ①～③については、参考事例として、先

述の中国政府が韓国への観光客送出禁止を通達した

事例を採用し、当該通達前後における中国起点クル

ーズの動向を分析した上で、その変化を参考に各シ

ナリオのインパクトを設定した。シナリオ④につい

ては、余暇活動の潜在需要や、クルーズに参加した

ことがない理由についての調査結果といった既存資

料をもとに、アジア各国・地域において有休取得率

が上昇した場合のインパクトを設定した。 

なお我が国への経済効果の観点からは、寄港回数

も考慮した分析も重要であることから、インパクト

を与える対象のクルーズ需要として、旅客数(人)の

ほか、寄港回数も考慮した延べ旅客数(人・寄港)に

ついても感度分析を実施した。 

 

３．分析結果 

2017年の我が国クルーズ需要にインパクトを与え

た結果、図-1及び図-2に示すとおりとなった。中で

もシナリオ③の感度が最も大きく、我が国クルーズ

需要は2017年実績値から旅客数で6%、延べ旅客数で

12%の減少となった。 
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図-1 感度分析結果(旅客数) 
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図-2 感度分析結果(延べ旅客数) 

☞詳細情報はこちら 
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１．はじめに  

生物多様性条約に基づく国際的な議論を背景に、

都市においても、生物多様性の確保に向けた効果的

な取組の実施が求められている。国土交通省では、

地方公共団体における生物多様性の確保に向けた取

組を支援するため、2013年に「都市の生物多様性指

標（素案）」、2016年に「都市における生物多様性

指標（簡易版）」を順次策定・公表した。一方で、

国土交通省が2014～2015年に行った調査では、十分

な生物データを持つ地方公共団体が極めて少ない現

状が明らかになっており、地方公共団体における動

植物の生息・生育状況に関するモニタリングの普及

が課題となっている。 

そのような中、市民との協働により行う生物調査

（以下「市民参加型生物調査」という）は、各種の

先行事例がみられ、地方公共団体が比較的取り組み

やすく継続性のある生物モニタリング手法の一つと

考えられる。そこで本研究は、地方公共団体が実際

の生物の生息・生育状況を踏まえて、都市における

生物多様性の確保のための取組を適切かつ持続的に

実施できるよう、市民参加型生物調査の効果的な実

践・活用手法について検討し、地方公共団体の担当

者向けの手引きとなる技術資料を作成することを目

的として取り組んでいる。 

 

２．市民参加型生物調査の効果的な実施手法の整理 

市民参加型生物調査の目的や実施手法は画一的な

ものではなく、地域の緑地が置かれている状況、身

近な自然に対する市民の意識の程度、過去の取組実

績等によって異なると考えられる。そこで、地域の

状況に応じた市民参加型生物調査の企画・実施のた

めの手順や留意点を整理するため、先進的な取組を

行っている地方公共団体を対象とした事例調査を行

った。 

表-1 市民参加型生物調査の目的とそれに応じた調査の特性 
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その結果、市民参加型生物調査の目的は大きく5つ

に整理され、それに応じて対象とする生物種や求め

られるデータの精度といった調査の特性が区分され

た（表-1）。それによって具体的な調査の実施手法

にも違いが見られ、例えば生物多様性に関する意識

啓発を主目的とする場合には、小学生を含む多くの

市民が調査者となって生物の目撃情報を収集する方

法や、特定の場所での定期的な観察会によって記録

を蓄積する方法により、ツバメ等の親しみやすい生

物を対象として情報量を重視した調査を行うことが

有効と考えられた（表-2 左）。一方、保全区域の設

定を主目的とする場合には、生物の識別力のある市

民が専門家の指導のもとで継続的に調査を行う方法

により、樹林や草地といった環境を指標する生物等

を対象として、より正確なデータを収集する方法が

有効と考えられた（表-2 右）。 

 

３．調査結果の活用に関する整理 

都市の生物多様性の確保を進めるには、収集した

生物データに基づいて、それら生物の生息・生育場

所となる緑地環境の保全・創出を計画的に進めてい

くことが重要となる。そこで、市民参加型生物調査

の実践だけでなく結果の活用も行っている地方公共

団体を対象とした事例調査を行った。 

その結果、行政区域での生物の確認状況を地図化

して多くの生物種が確認された区域を抽出し、特別

緑地保全地区や地方公共団体独自の制度による指定

を行って緑地を保全する方法や（表-2 右）、市民参

加型生物調査への参加者数や確認された生物種数を

目標値として緑の基本計画等の行政計画に位置付け、

毎年の実績値と比較して施策の進捗を評価する方法

によって、実際の生物の状況を踏まえた生物多様性

確保の取組を進めることが有効と考えられた。 

 

４．技術資料の作成 

これらの結果をもとに、市民参加型生物調査の考

え方、実践の際の一連の手順、調査結果を地域の緑

地保全へ活かすための手順について、具体事例から

学べるポイントを交えたとりまとめを行い、取組の

コーディネート役となる地方公共団体の担当者向け

の手引きとなる技術資料の作成を進めている。手引

きの要点をコンパクトに紹介するパンフレットもあ

わせて作成し（図）、2020年度早期に公表する予定

である。 

 

図 技術資料の構成（案） 

表-2 市民参加型生物調査の目的に応じた手法の違い 
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